
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局

食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4288)
03(3595)2423(18時以降)

03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金口契約金等受取 (害1当 て)額等回答表

平成らι年 1,月 12/日

平成30年 12月 26日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のイソプロチオランの残留基準の設定について

②食品中のインピルフルキサムの残留基準の設定について

③食品中のクロルピリホスの残留基準の設定について

④食品中のシアントラエリプロールの残留基準の設定について

⑤食品中のシクロピリモレートの残留基準の設定について

⑥食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

⑦食品中のピフルプミドの残留基準の設定について

③食品中のメトキシフェノジドの残留基準の設定について



(別紙)

①食品中のイソプロチオランの残留基準の設定について

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無 :□  有り
→ 該当の有無 :□ 有り● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

し

し

無

無
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□
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②食品中のインピルフルキサムの残留基準の設定について

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

有

有

□

□

●

●

ｒ‐
‐
‐
‐
」

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当の有無 :

該当の有無 :

③食品中のクロルピリホスの残留基準の設定について
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~y無
し● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□ 平成30年度

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□ 平成30年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

□ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

よる報酬□ 特許権・特許使用料・商標権に

□ 当該企業の株式□ 講演料   □ 原稿執筆料

)□ その他 (

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□



④食品中のシアントラニリプロールの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等):   エフエムシー・ケミカルズ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□ 平成30年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中のシクロピリモレートの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):   三井化学アグロ株式会社

→ 受取の有無 :□ 有り ご無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超
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□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

● 申請資料等の作成に密接に関与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

企業名(申請企業等):  全国慮業協日細合連合会

→ 受取の有無 :□ 有り ♂無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

し

し

笠
小
任
小

ビ
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有

有

□

□

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

● 寄付金・契約金等の受取 (害1当 て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□ 平成30年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係

特記事項

→ 受取の有無 :□ 有り 口 無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超
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→ 該当の有無 :

→ 該当の有無 :

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



⑥食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等):   住友化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□ 平成30年度

● 申請資料等の作成に密接に関与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

⑦食品中のピフルプミドの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):   日本農薬株式会社

→ 受取の有無 :□ 有り ピ無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

該当の有無:□ 有り

該当の有無 :□ 有り

し

し

缶
小
鉦
（
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ー

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度
□ 平成29年度

□ 平成30

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

③食品中のメトキシフェノジドの残留基準の設定について

→ 受取の有無 :□ 有り ゴ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

し

し

鉦
（
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該当の有無:□ 有り

該当の有無:□ 有り

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

コEこ

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□ 平成30年

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→ 受取の有無:□ 有り 団 無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□

該当の有無:□ 有り

該当の有無:□ 有り

●

●

ｒ
‐
‐
‐
」

し

し

笠
小
鉦
小

シ

． ―

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ その他(                   )











( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

  〒1 0 0 — 8 9 1 6 東京都千代田区霞が関1  一2 — 2
  電話 0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 8 )

0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
  F A X 0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

平成汐り年/ 2 月，7 日
平成3 0 年1 2 月2 6 日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のイソブロチオランの残留基準の設定について

②食品中のインピルフルキサムの残留基準の設定について

③食品中のクロルピU ホスの残留基準の設定について

④食品中のシアントラニリプロールの残留基準の設定について

⑤食品中のシクロピ1 J モレートの残留基準の設定について

⑥食品中のスピネトラムの残留基準の設定について

⑦食品中のピフルブミドの残留基準の設定について

⑧食品中のメトキシフェノジドの残留基準の設定について

現職涅¢ < 髮品く易翻須餐所愈誇嘴ン務

   氏名i て



( 別紙）

①食品中のイソブロチオランの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： 日本農薬株式会社
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  ―受取の有無：口有リ 0 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

・ ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

   α 一その他（ )
春申請資料等の作成に密接に関与

春審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

―該当の有無：口有り 0 無し

一該当の有無：口有り 0 無し

「特記事項

②食品中のインピルフルキサムの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： 住友化学株式会社
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

  一受取の有無：口有リ 0 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口平成3 0 年度 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権- 特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

  □ ーーその他（  )
・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

一該当の有無：口

一該当の有無：口

 有リ

 有り

「特記事項

0 無し

H 無し

③食品中のクロルピリホスの残留基準の設定について

  企業名( . 申請企業等）： ダウ・ケミカル日本秩式会粁
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  受取の有無：口有リ B f 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

該当の有無：口有リ

該当の有無：口有り

ぼ無し
5 ^ 無し



④食品中のシアントラニリブロールの残留基準の設定について

  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有リ

- 特記事項

―該当の有無：口有り

該当の有無：口有リ

  企業名（申請企業等）： エフエムシー・ケミカルズ秩式会計

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  受取の有無：口有リ ¢ 無し

一当該年度における受取額
口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口原稿執筆料

 π その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

a
a

 無し

 無し

⑤食品中のシクロピ1 J モレートの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： 三井化学アグロ株式会社
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  受取の有無：口有リ a 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権- 特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

  口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

  一受取の有無：口有リ H 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

・ ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

- 特記事項

  企業名（申請企業等）： 全国農業協同組合連合会

  口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

 π その他（

し
し

無
無

^
0

し
し

無
無



⑥食品中のスピオ+ ラムの残留基準の設定について

―該当の有無：口有リ

―該当の有無：口有り

一受取の有無：口有り H 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

- 特記事項

⑧食品中のメトキシフェノジドの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： ダウ・アグ□サイエンス日太秩式会計

  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有り Q I 無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 8 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成2 9 年度 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

  口平成3 0 年度 』 口 5 0 0 万円超
【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り 功無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 0 1 無し
r 特記事項

   企業名（申請企業等）： 住友化学株式会社
   ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り 無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 8 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成2 9 年度 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口平成3 0 年度 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

   α 一その他（ )
・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

該当の有無：口有り

一該当の有無：口有リ

H 無し

0 無し

「特記事項

⑦食品中のピフルブミドの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： 日太M 基秩式会粁

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料- 商標権による報酬

  口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

   口 その他（ )

し
し

無
無

a
 

一
2


































